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観光庁参事官（旅行振興） 

 

 

まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推進、 

催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる「ゴールデンウィーク」に向けた 

取組等に係る留意事項等、移動の自粛に向けた呼びかけについて 

 

令和３年４月16日に開催された新型コロナウイルス感染症対策本部において、

まん延防止等重点措置を実施すべき区域に埼玉県、神奈川県、千葉県及び愛知県

が追加され、４月20日から５月11日までを実施期間とすることとなり、これに伴

う基本的対処方針の変更を受け、内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室

長から、まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等、テレワーク等の推

進、まん延防止等重点措置の公示に伴う催物の開催制限、施設の使用制限、いわ

ゆる「ゴールデンウィーク」に向けた取組等に係る留意事項等について依頼があ

り、さらに別添４のとおり、基本的対処方針において、まん延防止等重点措置を

実施すべき区域である都道府県では、日中を含めた不要不急の外出・移動の自粛

等について住民に対して協力の要請を行うこと、変異株による感染が増加してい

ることを踏まえ、他の地域への感染拡大を防止する観点から、不要不急の都道府

県間の移動は極力控えるよう促すこととされました。 

また、政府対策本部を受けて持ち回り開催された第２３回国土交通省新型コ

ロナウイルス感染症対策本部において、別添５のとおり、大臣指示がありまし

た。 

 

つきましては、貴都道府県におかれましては、貴都道府県登録の旅行業者等

に対しまして、上記依頼に関する取組み等について、着実に実施して頂くよう、

ご周知方よろしくお願い申し上げます。 

 

【添付資料】別紙ご参照 

 

 

 

 

 



【添付資料】 

 

（別添１）内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室事務連絡 

「まん延防止等重点措置を実施すべき区域の追加等について」 

 

（別添１別紙１）新型コロナウイルス感染症対策本部長 

「新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置に関する公示」 

 

（別添１別紙２）新型コロナウイルス感染症対策本部決定 

「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(令和３年４月９日変更) 

 

（別添２）内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡 

「テレワーク等の推進について」 

 

（別添３）内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡 

「基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限、いわゆる『ゴール

デンウィーク』に向けた取組等に係る留意事項等について」（補足として、令和

２年１１月１２日付、令和３年２月２６日付の催物の開催制限、施設の使用制限

等に係る内閣官房コロナウイルス感染症対策推進室長事務連絡を添付） 

 

（別添３参考１）201112【内閣官房事務連絡】来年２月末までの催物の開催制

限、イベント等における感染拡大防止ガイドライン遵守徹底に向けた取組強化等

について 

 

（別添３参考２）210226【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開

催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について 

 

（別添４）移動の自粛に向けた呼びかけについて 

 

（別添５）第２３回国土交通省新型コロナウイルス感染症対策本部大臣指示 

 

 

 

 


